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※この商品解説書は、商品の概要を解説したものです。

この保険の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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Ⅰ．「低解約返戻金型終身保険」の仕組みと特徴

１．低解約返戻金型終身保険とは

保険契約締結時から一定期間、一定割合で解約返戻金を抑制することにより、従来の終身保険に比べ安価な保険料で被保険者の万一の場合の保障を準備できます。

当社の低解約返戻金型終身保険には「（無配当）低解約返戻金型終身保険」と「５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険」の２種類があります。
２．低解約返戻金型終身保険の仕組み

＜１＞無配当低解約返戻金型終身保険
（低解約返戻金期間＝保険料払込期間、低解約返戻金割合＝７０％の場合）







　　　　　　低解約返戻金期間＝保険料払込期間

· ▲

＊低解約返戻金期間中の解約返戻金は、無配当終身保険の解約返戻金の70％です。

＜２＞５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険

（低解約返戻金期間＝保険料払込期間、低解約返戻金割合＝７０％の場合）








　　　　　　低解約返戻金期間＝保険料払込期間

· ▲

＊低解約返戻金期間中の解約返戻金は、５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金の70％です。
３．低解約返戻金型終身保険の特徴
＜１＞一生涯保障のため、死亡保険金または高度障害保険金が必ず受け取れます。
＜２＞保険契約締結時から一定期間、一定割合で解約返戻金を抑制することにより、従来の終身保険に比べ安価な保険料で保障が得られます。

契約に際しては、「解約返戻金が抑えられていることの説明」と「その説明に対するお客様の了知・確認」が法令により義務づけられています。

また、解約または払済保険および延長保険への変更の際にも、「解約返戻金が抑えられていることに対するお客様の了知・確認」が必要となります。
＜３＞ライフスタイルにあわせた保険料の払込期間や払込方法を選択できます。
＜４＞保険金額により、高額割引制度が適用されます。
＜５＞無配当タイプは、配当金はありませんがその分保険料が割安です。

＜６＞５年ごと利差配当付タイプは、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が支払われます。
Ⅱ．「低解約返戻金型終身保険」の用語の説明


１．低解約返戻金型終身保険の用語

＜１＞低解約返戻金期間
解約返戻金の水準を低く設定する期間をいいます。契約締結時に設定し、契約締結後の低解約返戻金期間の変更はできません。

取り扱い上、低解約返戻金期間＝保険料払込期間のみとなります。
詳しくは、新契約取扱規定等で確認してください。
＜２＞低解約返戻金割合

解約返戻金の水準を低く設定する割合をいいます。契約締結時に設定し、契約締結後の低解約返戻金割合の変更はできません。

低解約返戻金割合＝７０％のみとなります。
詳しくは、新契約取扱規定等で確認してください。
＜３＞解約返戻金
低解約返戻金期間中の解約返戻金は、以下のとおり計算される金額となります。
【無配当低解約返戻金型終身保険】


　無配当終身保険の解約返戻金×低解約返戻金割合

【５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険】


　５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金×低解約返戻金割合

Ⅲ．商品内容


１．保障内容

＜１＞低解約返戻金型終身保険の支払事由、支払額、受取人は次のとおりです。
（通常の終身保険と同じです。）
	保険金
	支払事由
	支払額
	受取人

	死亡保険金
	被保険者が保険期間中に死亡したとき
	保険金額
	死亡保険金受取人

	高度障害保険金
	被保険者が保険期間中に高度障害状態に該当したとき
	保険金額
	被保険者


＜２＞死亡保険金と高度障害保険金（通常の終身保険と同じです。）
死亡保険金を支払う前に高度障害保険金をすでに支払ったときは死亡保険金を支払いません。死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の支払請求を受けても高度障害保険金は支払いません。

＜３＞高度障害保険金の支払による消滅（通常の終身保険と同じです。）
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から、保険契約は消滅したものとします。

＜４＞契約者が法人の場合（通常の終身保険と同じです。）
契約者が法人で、かつ、契約者が死亡保険金の受取人の場合には、契約者を高度障害保険金の受取人とします。ただし、契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは被保険者を高度障害保険金の受取人とします。

＜５＞免責事由（通常の終身保険と同じです。）
支払事由に該当しても次の場合保険金を支払いません。

	保険金
	免責事由

	死亡保険金
	（1）責任開始期の属する日から起算して３年以内の自殺

（2）契約者または死亡保険金受取人の故意

	高度障害保険金
	（1）契約者の故意

（2）被保険者の故意


＜６＞保険料払込免除の取り扱い

（１）保険料払込が免除される場合（通常の終身保険と同じです。）
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とし、事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当したときは、以後の保険料の払込を免除し保障を継続します。保険料の払込が免除された契約は、以後払込応当日ごとに保険料が入金されたものとして取り扱います。

（２）保険料払込免除後の取り扱い（通常の終身保険と同じです。）
保険料の払込が免除された契約においては、以後次の取り扱いはできません。

・保険金額の減額

・払済保険への変更

・延長保険への変更

（３）保険料の払込が免除されない場合（通常の終身保険と同じです。）
次のような場合には保険料の払込を免除しません。

・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき

・被保険者の犯罪行為によるとき

・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき

・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき

・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき

・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき

次のいずれかにより身体障害状態に該当した被保険者の数の増加が保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。

・地震、噴火または津波によるとき

・戦争その他の変乱によるとき

（４）猶予期間中の取り扱い（通常の終身保険と同じです。）
猶予期間中に保険料払込免除事由が生じた場合は、猶予期間中に未払保険料を払い込まないと保険料の払込は免除されません。

Ⅳ．約款上の留意事項


１．解約返戻金が100％支払われる要件

低解約返戻金期間満了後でも、保険料払込期間中の保険料がすべて払い込まれていない場合、低解約返戻金割合を用いて解約返戻金の計算を行ないます。

＜解約返戻金の支払例＞

(1) 低解約返戻金期間満了後の解約(保険料払込期間中の保険料を全て支払った場合)
      →  解約返戻金は100％
  契約日                             保険料払込満了

   ▼                                     ▼



                   保険料払込済

(2) 低解約返戻金期間満了後の解約（保険料払込期間中に保険料の未払がある場合）

      →  解約返戻金は70％（低解約返戻金割合を用いて計算）
 契約日                             保険料払込満了

   ▼                                     ▼



                保険料払込済

(3) 低解約返戻金期間中の解約（保険料払込期間中の保険料を全て支払った場合）
      →  解約返戻金は70％（低解約返戻金割合を用いて計算）

 契約日                               保険料払込満了

   ▼                                     ▼



                保険料払込済

                               
２．払済保険への変更


▲                       ▲                             

        契約日              払済保険に変更（保険料払込中止）      

低解約返戻金型終身保険は、以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに払済の終身保険（払済保険）にすることができます。通常、払済保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。

払済保険は、その時点での「解約返戻金額」をもとに払済の終身保険にする取り扱いであるため、低解約返戻金期間中に払済保険に変更する場合には、低解約返戻金割合で低く抑えられた解約返戻金をもとに払済保険金額を計算することになります。
各種特約が付いた契約の場合には、特約部分は払済保険に変更されたときに消滅し、その解約返戻金は主契約の解約返戻金と合算され、払済保険金額が計算されます。

払済保険金額が会社の定める限度を下回る場合や特別条件が付加されている場合には、払済保険への変更を取り扱いません。

        払済保険へ変更した後の解約返戻金は、低解約返戻金割合を用いずに計算します。

３．延長保険への変更



▲                   ▲                        ▲

        契約日             延長保険に変更         延長保険期間満了

 （保険料払込中止）

以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに、同じ保険金額の一時払定期保険（延長保険）にすることができます。

延長保険は、その時点での「解約返戻金額」をもとに一時払の定期保険にする取り扱いであるため、低解約返戻金期間中に延長保険に変更する場合には、低解約返戻金割合で低く抑えられた解約返戻金をもとに延長保険期間を計算することになります。
各種特約が付いた契約の場合には、特約部分は延長保険に変更されたときに消滅し、その解約返戻金は主契約の解約返戻金と合算され、保険期間が計算されます。

延長保険期間が１年未満となる場合や特別条件が付加されている場合には、延長保険への変更を取り扱いません。

延長保険に変更した後の解約返戻金は、低解約返戻金割合を用いずに計算します。

４．減額

保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことができます。減額部分は解約されたものとして取り扱うため、返戻金は次のとおりとなります。

	保険種類
	返戻金

	無配当低解約返戻金型終身保険

（低解約返戻金期間中）
	減額部分の無配当終身保険の解約返戻金

　　×低解約返戻金割合

	５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険

（低解約返戻金期間中）
	減額部分の５年ごと利差配当付終身保険の解約返戻金

　　×低解約返戻金割合


【無配当低解約返戻金型終身保険の例】
（低解約返戻金期間＝保険料払込期間）





▲                      ▲                             ▲


       ▲                       ▲                           ▲

     契約日                    減額（以後減額後の保険料払込） 払込満了

５．原保険契約への復旧

払済保険、延長保険への変更、または保険金額の減額をした場合、原保険契約への復旧は取り扱いません。

６．他保険への変更（変換）

他保険への変換は取り扱いません。

７．保険料の自動振替貸付と契約者貸付

＜１＞保険料の自動振替貸付

保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場合でも解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計額より多い場合には、会社が貸し付けたものとして保険料を立て替えます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。契約者はいつでもこの貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。会社が保険金等を支払う場合には、それまでに立て替えた保険料と利息を差し引きます。また、自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて３か月以内に、払済保険への変更、延長保険への変更、保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、自動振替貸付は行わなかったものとします。

低解約返戻金期間中に自動振替貸付が行われる場合には、低解約返戻金割合で低く抑えられた解約返戻金をもとに計算することになります。

＜２＞契約者貸付

保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、契約者はその時点での解約返戻金の９割の範囲内で貸付を受けることができます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。会社が保険金等を支払う場合には、それまでの貸付金と利息を差し引きます。

低解約返戻金期間中に契約者貸付が行われる場合には、低解約返戻金割合で低く抑えられた解約返戻金をもとに計算することになります。
８．特別条件

つぎの特別条件を取り扱います。
(1) 特別保険料領収法

(2) 保険金削減支払法
(3) 特定高度障害不担保法
※ 詳しくは、新契約取扱規定等で確認してください。
９．保険金等の支払期限

保険金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。

ただし、保険金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。

（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　

60日

（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　

照会や調査の内容により　90日・120日・180日

10．受取人の変更

＜１＞契約者は死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。

＜２＞契約者は法律上有効な遺言によっても、死亡保険金受取人を変更することができます。

11．未経過保険料の返還

払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。

【計算式】

・年払の場合

未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２

・半年払の場合

未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６

（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。

（注２）保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。

12．保険金の受取人による保険契約の存続（介入権）

＜１＞債権者等の解約について

契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。






＜２＞保険金の受取人による保険契約の存続

（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人は契約を存続させることができます。

①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること

②　契約者でないこと

（２）保険金の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。
①　契約者の同意を得ること

②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと

③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）





＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に死亡保険金・高度障害保険金の支払事由が発生した場合の取扱い

　　　　　会社が死亡保険金・高度障害保険金を支払うときは、その保険金額の範囲内で、解約返戻金相当額を債権者等に支払います。

この場合、保険金額から債権者等に支払う解約返戻金相当額を引いた残額があれば、その残額を保険金の受取人に支払います。





	債権者等に支払う金額
	受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額

（保険金額が限度）
	保険金額から債権者等に支払った解約返戻金相当額を引いた残額


Ⅴ．介護一時金特約　（平成29年4月2日発売）

１．給付内容

	種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	介護一時金
	被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した傷害または疾病（高齢による衰弱等を含みます。）を原因として、つぎのいずれかに該当したとき
(1)公的介護保険制度により要介護１以上の状態に該当していると認定されたとき
(2)満65歳未満の被保険者について、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき
①会社の定める要介護状態に該当したこと
②要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して180日以上あること
(3)会社の定める高度障害状態に該当したとき。この場合、この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態にこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
	介護

一時金額
	主契約の高度障害保険金の受取人
	①つぎのいずれかにより支払事由の(1)または(2)に該当したとき
(ｱ)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(ｲ)被保険者の犯罪行為
(ｳ)被保険者の薬物依存
②保険契約者または被保険者の故意により支払事由の(3)に該当したとき


２．支払限度

１回。

この特約は、介護一時金のお支払事由に該当した時に消滅したものとします。

３．解約返戻金

この特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

４．会社の定める要介護状態
対象となる要介護状態とは、別表「対象となる要介護状態」に定めるつぎの
＜１＞または＜２＞のいずれかに該当した場合をいいます。
＜１＞下記①から⑤のうち１項目以上が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
①歩行　　　②衣服の着脱　　　③入浴　　　④食物の摂取　　　⑤排泄
＜２＞器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
５．年金支払の特則
介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。介護一時金の支払事由に該当した日を年金基金設定日とし、支払うべき金額の全部を年金基金に充当します。
＜１＞年金の種類

確定年金です。

＜２＞年金額

支払事由に該当した日における当社所定の率により計算します。

＜３＞年金受取人

年金受取人は介護一時金の受取人です。年金受取人は、介護一時金の受取人以外の者に変更することはできません。
＜４＞年金の支払

・年金は、年金支払期間にわたり支払います。年金支払期間中に年金受取人が死亡した場合は、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人に支払います。

・第１回の年金支払日（以下「年金支払開始日」）は、介護一時金の支払事由に該当した日とします。第２回以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日とします。

・年金支払開始日以後、次期以降のこの特約の保険料の払込を要しません。また、主契約（付加されている特約も含みます。）に未払込保険料があった場合でも、年金との精算はしません。

＜５＞年金支払の解約

年金受取人は、年金支払開始日以後、将来に向かって年金支払を解約することができます。この場合、未払期間の年金現価を支払います。
＜６＞年金移行特約による年金移行の取扱い
本特約を付加している場合、年金移行特約・５年ごと利差配当付年金移行特約により主契約の全部を年金移行することはできません。
Ⅵ．その他

１．契約内容の変更可否一覧

取扱いの詳細は、保全の取扱規定等を参照してください。

	変更内容項目
	取扱の可否

	
	低解約返戻金型終身保険
	通常の

終身保険

	保険料払込方法＜回数＞の変更
	○
	○

	保険料払込期間の変更
	×※
	○

	保険金額の減額
	○
	○

	払済保険への変更
	○
	○

	延長保険への変更
	○
	○

	原保険契約への復旧
	×
	○


※低解約返戻金型終身保険の保険料払込期間の変更について
例えば保険料払込期間の延長直後に解約した場合、受取金額が、延長しないで同時期に解約した場合の解約返戻金を上回るケースがあります。結果として延長せずに解約した契約者よりも多くの解約返戻金が受け取れることとなり、不公平が生じるため保険料払込期間の変更は取り扱いません。
２．契約者配当金

＜１＞契約者配当金

５年ごと利差配当付の場合、責任準備金の運用益が会社の予定した運用益を超えた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金が発生し、会社はこれを所定の利率で積み立てておきます。また、保険期間の途中で解約を行った場合や保険事故が発生したケースについては、契約後２年以内または直前の５年ごと応当日から１年以内の解約・減額、契約後または直前の応当日から１年以内に保険金等の支払により契約が消滅した場合の配当金はありません。それ以外についても解約・減額により支払う配当金は、死亡等により契約が消滅する場合に支払う配当金より少なくなります。

＜２＞配当金の支払方法

会社所定の利率で積み立てておき、契約者から請求があったときまたは保険金を支払うときに併せて支払います。この利率は経済情勢により変動します。

＜３＞無配当と５年ごと利差配当付の比較

	無配当
	５年ごと利差配当付

	・契約者配当金はありません。

・５年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合保険料は割安となります。
	・責任準備金の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合に、契約後５年ごとに契約者配当金を支払います。

・無配当に比べ、同じ保障内容の場合保険料は割高になります。
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